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プレス公表（運転保守状況） 2018年10月11日

　－

①

2018年
8月30日
9月6日
9月12日
10月3日

1号機
非常用ディーゼル発電機の過給機の軸
固着について（区分Ⅰ）

発電所構内（屋外）におけるけが人の
発生について(区分Ⅲ）

－
2018年
10月2日

②

　
　当社柏崎刈羽原子力発電所は、2018年8月30日に発生した１号機の非常用ディーゼル発電機の
　出力低下の原因調査をしていましたが、9月6日に過給機の軸が固着していることを確認して
　おり、その原因を調査しております。

　9月12日、上記事象について取り纏め、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第134
　条」に基づき、発電用原子炉施設故障等報告書を原子力規制委員会に提出いたしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2018年9月12日までにお知らせ済み）

　非常用ディーゼル発電機の出力低下ならびに過給機の軸固着に関する原因調査の状況と今後の
　対応について中間報告書として取り纏め、10月3日、原子力規制委員会に提出しましたので、
　お知らせいたします。

　出力低下に関する原因調査については、ディーゼル機関本体や発電機設備等のカバーを外して
　内部点検などを実施しておりますが、現時点で過給機以外では異常は見つかっておりません。

　軸が固着した過給機については、原子炉建屋内にてファイバースコープを用いた機器内部の調
　査において、一部に損傷等が見つかっていますが、10月中旬頃に工場へ持ち出して詳細調査を
　する事としております。

　現時点で原因の特定には至っておりませんが、引き続き原因調査を進めるとともに、再発防止
　策を取り纏め、11月末を目処に原子力規制委員会へ報告する予定です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2018年10月3日お知らせ済み）



 

 

柏崎刈羽原子力発電所１号機非常用ディーゼル発電機の過給機軸固着に関する 

中間報告書の提出について 

 

2018 年 10 月 3 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

 当社柏崎刈羽原子力発電所は、2018 年 8 月 30 日に発生した１号機の非常用ディーゼル

発電機の出力低下の原因調査をしていましたが、9 月 6 日に過給機の軸が固着しているこ

とを確認しており、その原因を調査しております。 
 

 9 月 12 日、上記事象について取り纏め、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規

則第 134 条」に基づき、発電用原子炉施設故障等報告書（別添参照）を原子力規制委員会

に提出いたしました。 

（2018 年 9 月 12 日までにお知らせ済み） 
 

 非常用ディーゼル発電機の出力低下ならびに過給機の軸固着に関する原因調査の状況と

今後の対応について中間報告書として取り纏め、本日、原子力規制委員会に提出しました

ので、お知らせいたします。 
 

 出力低下に関する原因調査については、ディーゼル機関本体や発電機設備等のカバーを

外して内部点検などを実施しておりますが、現時点で過給機以外では異常は見つかってお

りません。 
 

 軸が固着した過給機については、原子炉建屋内にてファイバースコープを用いた機器内

部の調査において、一部に損傷等が見つかっていますが、今月中旬頃に工場へ持ち出して

詳細調査をする事としております。 
 

現時点で原因の特定には至っておりませんが、引き続き原因調査を進めるとともに、再

発防止策を取り纏め、11 月末を目処に原子力規制委員会へ報告する予定です。 
 

以 上 
 

【添付資料】 

・柏崎刈羽原子力発電所１号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）の過給機軸固着について

（中間報告書） 

【本件に関するお問い合わせ】 

東京電力ホールディングス株式会社  

広報室 原子力広報グループ 03-6373-1111（代表） 



 
2 0 1 8 年 1 0 月 2 日 

東京電力ホールディングス株式会社 
柏崎刈羽原子力発電所 

区分：Ⅲ 

 

号機 － 

件名 発電所構内（屋外）におけるけが人の発生について 

不適合の 

概要 

 

2018 年 10 月 2 日午前 11 時頃、荒浜側貝汚泥受入施設＊1（屋外）において、汚水の

サンプリング作業に従事していた協力企業作業員が、回転機器＊2 にゴム手袋を巻き込ま

れ、右手首上部を負傷、出血が確認されたことから業務車にて病院へ向かいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

けがの発生状況（再現） 

 

＊1 貝汚泥受入施設 

   海水系設備の点検・清掃等で発生した貝や汚泥を構内で保管するための処理施設。 

＊2  回転機器 

   処理水を撹拌するための機器。 

安全上の重

要度／損傷

の程度 

＜安全上の重要度＞ 

 
安全上重要な機器等 ／ その他 

＜損傷の程度＞ 

□ 法令報告要 
■ 法令報告不要 
□ 調査・検討中 

対応状況 

 

診察の結果、右前腕に骨折が確認され、手術を行っております。 

今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努

めてまいります。 
 

 

回転機器 


